
「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

1 業務説明書
P.2

業務説明書
３ 提案内容等
（１）提案内容

イ）同種又は類似業務実績
（中略）
提案内容イ）は別添様式(様式－2)で作成すること。

請負者の受託実績の契約エビデンスとして求められております
「業務計画書」もしくは「業務報告書等」に関して、現在進行
形で実施している、もしくは案件内の成果物としては業務計画
書を作成していない場合、契約書の表紙（件名確認が可
能）と、その業務仕様書等で代替とさせて頂くことは可能でしょ
うか。

「その業務実績を有していることを確認できる業務計画書又は
業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。」とあるとお
り、業務計画書又は業務報告書に限定していることはありませ
んので、業務実績を有することを明らかにできる書類を添付くだ
さい。なお、現在契約履行中のものは業務実績として認められ
ませんので、業務完了したものをご提示ください。

2 P.2〜3

現行システムからの移行作業にあたり、現行システム側の設定
変更が必要になった場合は、設定変更作業を受注者にて、実
施することは可能でしょうか。

「ア．各事業者との調整及び連携が必要となる場合には、受
注者にて対応すること。また、これに伴い発生した費用は、受
注者にて負担すること。」のとおり、必要に応じて現行の通信
サービス提供事業者等との調整のうえ、受注者にて移行作業
を行ってください。

3 P.2〜3

移行作業にあたって、現行システムの設定変更を既存ベンダー
にて実施する場合(既存ベンダー様に対しての費用が発生する
場合)、公平性の観点から貴機構を介して費用を提示頂くも
のと考えております。本費用は入札金額にも影響されるため、
入札前に費用を提示いただく必要がありますので、既存ベン
ダー様への依頼方法等ご教授願います。

「ア．各事業者との調整及び連携が必要となる場合には、受
注者にて対応すること。また、これに伴い発生した費用は、受
注者にて負担すること。」のとおり、必要に応じて現行の通信
サービス提供事業者等との調整のうえ、受注者にて移行作業
を行ってください。なお、現時点では移行作業時における切り替
え方法について仕様書記載以上の制約を課しておりませんの
で、費用の提示はいたしかねます。

4 P.3〜4 第3章 インターネットサービスの詳
細仕様

本件調達にて整備するインターネットサービスについては、以下
の仕様を満たすものとし、ネットワークへの接続及び基本動作の
確認を含むものとする。

構築期間が3ヵ月と短期間での対応となる為、新規で回線敷
設し対応するのは厳しいという認識です。そのため、現行回線
の流用も考えており、既存キャリア回線業者様の連絡先、担
当者様をご教授願います。

既存回線については、現受注者と通信サービス提供事業者で
契約実施しておりますので回答いたしかねます。つきましては、
現行の通信サービス提供事業者等と調整ください。

第2章 インターネットサービスの概
要
（４） 現行サービスからの移行

現行の通信サービスから本業務にて提供する通信サービスへの
移行にあたっては、機構におけるインターネット接続の断を可能
な限り短時間とすること。また横浜本部及び関西業務部双方
において同時にインターネット接続が途切れることのないよう作
業を実施すること。作業実施にあたっては、事前に移行計画書
を提出し、主回線・予備回線の切り替え方法について機構の
了解を得ること。また、必要に応じて、以下の各項を実施する
こと。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

5 P.6〜7

Webサイト運用に関して、CMS（コンテンツマネジメントシステ
ム）はご利用中でしょうか。もしご利用されている場合は利用
システム名をご教示頂けますでしょうか。（例︓WordPress,
他）
　※WordPressの場合、固定ページ数と投稿ページ数もご教
示ください。

当機構は利用しておりません。

6 P.6〜7

現在のWebサーバに関して、質問No.2の波及となります。
CMSを使っている場合、Webサーバ環境の現在のPHP（言
語）のバージョン、MySQL（DB）もしくはMariaDB（DB）
をご利用されている場合のバージョンをご教示頂けますでしょう
か。

質問No.5のとおり、CMSは利用しておらず、ご質問のバージョ
ンについても回答割愛いたします。

7 P.6〜7
既存Webサーバでご利用中のプラグイン一覧をご教示頂けま
すでしょうか。

利用している認識はありません。

8 P.7〜9
第3章 インターネットサービスの詳
細仕様
（６） ウェブ閲覧規制サービス

職員が安全にウェブサイトを閲覧し、業務に必要な情報を入手
できるよう、不正なURL へのアクセスを防ぐウェブ閲覧規制
(URL フィルタリング)機能を提供すること。また、ウェブ閲覧規
制機能を構成するすべての機器について冗長構成をとり、受注
者設備にて提供すること。

WEB閲覧規制サービスについて、次世代ファイアウォールの機
能で実現可能な場合、次世代ファイアウォールサービスと同一
の機器にて提供としても問題ないかご教授願います。

仕様書記載の機能および設定方法、記録機能の提供が可
能であれば、提供方法は問いません。

9 P.9

LANスイッチは本調達に含まれるのでしょうか。含まれる場合に
は設置場所と必要台数をご教授願います。

LANスイッチについては機構側で既調達済みですので、本契
約の調達範囲には含みません。

10 P.9

端末のIPアドレスは固定アドレス設定とするか、もしくは自動で
の割当とするかご教授願います。また、自動での割当とする場
合は、DHCPサーバを受注者側で提供する必要があるかも合
わせてご教授願います。

端末のIPアドレスは当機構の所有する仮想マネージドルーター
（既調達済み）により、自動での割当となります。

11 P.10
第4章 パーソナルコンピュータ等賃
貸借の概要
（３）ソフトウェアのインストール

本件における調達ソフトウェアは別紙2の「２．３．３ 個別イ
ンストールソフト」に示す通りとし、受注者の負担によりあらかじ
めインストールを行い、納品するものとする。

個別インストールソフトについて、PCLCM運用のPCキッティング
時に事前にインストールして出荷が必要になるソフトはあります
でしょうか。必要になる場合には、アプリインストールの大よその
作業時間を教えてください。

調達機器の性能等による影響が想定されますので、作業時間
については回答いたしかねます。
なお、別紙2で定める個別インストールソフトは全てのパソコンに
インストールを要さず契約締結後に機構と調整するものとしてい
るため、必ずしもキッティング時のインストール作業を指定するも
のではありません。円滑な機器搬入・設置にあたり作業時間等
の考慮をお願いします。

第3章 インターネットサービスの詳
細仕様
（７）LAN 環境の整備

職員が利用する端末、各種サーバーを全台接続できる環境を
提供すること。

第3章 インターネットサービスの詳
細仕様
（５） ウェブサーバの運用管理

機構のウェブサイト(https://www.jehdra.go.jp/)による外
部への情報公開を可能とするウェブサーバ機能を提供するこ
と。なお、ウェブサーバの移行にあたっては、ウェブサイトのデー
タ、レイアウト状態をすべて引継ぐこと。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

12 P.11

第4章 パーソナルコンピュータ等賃
貸借の概要
（５）ネットワーククライアントの設
定作業

受注者は、調達機器については、機構内に構築されたLAN
環境のクライアントとして使用できるように、受注者の負担によ
り、各調達機器のネットワークへの接続設定を行うものとする。

PCキッティング時のIPアドレス設定はDHCP設定の認識でおり
ますが正しいでしょうか。IP固定設定など、ネットワーク設定が
必要になる場合には、設定内容について教えてください。

端末のIPアドレスは当機構の所有する仮想マネージドルーター
（既調達済み）により、自動での割当となります。

13 P.11
第4章 パーソナルコンピュータ等賃
貸借の概要
（７）調達機器の表示

調達機器には、受注者の負担により下記①〜④の項目の情
報を記載した識別ラベルを作成し、PC 本体に貼付するものと
する。ラベルの形式について様式・大きさは自由とする。
なお、PC 本体以外のモニター、マウス、キーボード、電源ケーブ
ル及びプリンタにも下記①〜④の項目を明記したラベル等を貼
付するものとするが、導入機器において、貼付スペースが確保
できない場合は、記載項目等について担当総務課職員と協
議して決定するものとする。
①賃貸借期間
②契約会社
③情報機器管理番号
④保守サービス連絡先

機器に貼り付けるラベル枚数について、対象機器毎に必要な
枚数を教えてください。（PC 本体、モニター、マウス、キーボー
ド、電源ケーブル、プリンタ毎に、想定する貼付けラベル枚数を
確認させてください。）

調達機器１台（PC以外はそれぞれ１式）に対し、１枚の貼
り付けで問題ありません。なお、機器等の大きさ等に識別が明
瞭となるよう、様式や大きさにご留意ください。

14 P.12

「受注者は生体認証装置を利用する際に必要な職員の生体
データを採取すること。」の記載について、職員の生体データ採
取ができたことのエビデンスが必要でしょうか。その場合、全職員
に対してとなりますでしょうか。もしくは、生体データ採取ができる
環境の準備（手順書の作成）でよろしいでしょうか。

端末設置時に職員にて自らの生体情報を採取するにあたり、
第5章「６．ユーザー教育支援」に定める初期設定として、混
乱なく生体情報を採取できるよう支援ください。

15 P.12

生体情報の採取に関しては、受注業者側で手順書を作成
し、端末配備後に貴機構職員様にて実施頂く想定となりま
す。上記想定でよいかご回答願います。

端末設置時に職員にて自らの生体情報を採取するにあたり、
第5章「６．ユーザー教育支援」に定める初期設定として、混
乱なく生体情報を採取できるよう支援ください。

16 P.12

生体認証に必要なAzureADの設定(Windows Hello for
Business)は貴機構側で実施済みである想定です。本公告
の生体認証に関する受注者の提供範囲は、生体認証が可能
な端末および端末ソフトウェアの提供と生体情報の採取までで
あり、AzureAD等による生体認証基盤(多要素認証)の提供
は範囲外の認識であるため、上記想定でよいかご回答願いま
す。

ご指摘のAzure Active Directory（現︓Microsoft
Entra ID）の設定のように、管理者側で実施すべき設定にか
かる作業は不要です。ソフトウェアを含めた生体認証装置の設
置および生体データの採取ができるよう支援ください。

第4章 パーソナルコンピュータ等賃
貸借の概要
（１４）生体認証に必要な職
員の生体データ採取作業

受注者は生体認証装置を利用する際に必要な職員の生体
データを採取すること。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

17 P.14〜15
第5章 Microsoft365 ライセンス
の詳細仕様
６．ユーザー教育支援

第2 章（２）で定める利用期間開始前にユーザー向け説明
会を機構内で3 回（横浜本部2回、関西業務部1 回）開
催すること。説明会の内容は端末の初期設定（サインイン手
順、電話認証登録手順等、初回ログイン時に必要となる設
定）に関する手順、Microsoft365 アプリケーション
（Outlook・SharePoint・OneDrive）の使用方法につい
て、40〜50 分程度の座学とする。また、管理者向け・エンド
ユーザー向けのマニュアルを作成すること。なお、マニュアルのレベ
ルは専門用語を極力避けた初心者向け・日常使用レベルとす
る。

「説明会を機構内で 3 回（横浜本部 2回、関西業務部 1
回）開催すること」と記載がありますが、各回の受講人数（目
安）をご教示ください。

横浜本部には職員約90名、関西業務部には職員約20名が
在籍しております。説明会を2回開催いただく横浜本部におい
ては、可能な限り出席者を均等とするよう調整いたしますが、1
回につき最大60名程度参加するものと想定ください。

18 P.15〜16
第7章 保守サービス等
１．保守サービス
①インターネットサービス

第3 章にて規定するインターネットサービスについては、以下の
事象に対応すること。
・ 機器の設定変更
・ 機器に障害が発生した場合に必要な部品交換
・ 機器に脆弱性が発覚した場合に必要な機器交換・部品交
換・設定変更・ファームウェアバージョンアップ・パッチ適用

貴機構が保有しているSymantecのライセンス数に余裕がある
場合、端末以外のサーバOS(AADCサーバ、WEBサーバ等)
のセキュリティ対策ソフトとして、貴機構の保有するSymantec
を使用させて頂くことは可能でしょうか。

構築するサーバー数やインストールする機器を考慮しながら、契
約締結後、協議のうえ、使用いただくことは構いません。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

19 P.15〜16

パソコンの修理について、在庫を確保できる場合には、申請受
付後2営業日後の発送対応を予定しています。運用在庫を
受注者側で保管管理する対応になる認識で間違いないでしょ
うか。また「使用者が利用できない期間が生じないように対応す
る」と記載がございますが、貴社側で想定する発送までのリード
タイムを教えてください。

パソコンの故障にあたっては、機器の交換、代替機の手配、付
随する必要なセットアップ作業を受注者側で実施いただき、原
則として使用者が利用できない期間が生じないように対応する
ものとしているため、以上を達するための適切な体制を構築くだ
さい。（在庫保管の体制や台数等を指示することはありませ
ん）

20 P.15〜16

故障後のセットアップについて、共通の通常キッティング内容で
対応する想定でいます。「セットアップ作業については可能な限
り交換前の状態に復旧すること」と記載がありますが、PC交換
時のキッティング作業において、何か特別な作業や設定が必要
となる場合には、作業内容と大よその作業時間について教えて
頂けますでしょうか。

環境設定およびインストールすべきソフト、設定については調達
時における内容と相違ありません。なお、パソコン内のディスクド
ライブには個別データを保持しないようにしておりますので、デー
タ復旧作業にかかる指示は行いませんが、端末等の運用に影
響のないよう適切な設定および支援ください。

21 P.15〜16

「交換した SSD については情報漏えい防止のためにデータの
消去やロックを行うなどの措置を受注者の負担により講じるとと
もに、その旨を報告しなければならない。」の記載について確認
させてください。データ消去結果の報告書の取得は必須要件と
なるか確認させてください。

ディスクドライブにかかる情報漏えい防止のためのデータの消
去、ロックの措置について、証明書の提示を必須とすることはあ
りません。受注者側で仕様書に定める保守サービス報告書を
作成し速やかに提出ください。

22 P.17〜18

ネットワークプリンタについて、PCLCM（PCライフサイクルマネジ
メント）サービス対象（保守）となりますでしょうか。

お問い合わせのPCLCM（PCライフサイクルマネジメント）サー
ビスに関する対象有無について、「ネットワークプリンタが機器導
入に加え運用・保守の対象となりうるか」というご質問と解釈し
ます。「②パソコン・プリンタに関する保守サービス」のとおり、故
障等の事象に対応してください。

23 P.16 第7章 保守サービス等
２．障害等への対応

①調達機器等の稼働監視体制受注者は、インターネット接続
サービスに必要な各種サーバーの稼働状況について24 時間
365 日体制で監視すること。監視を行う受注者設備は物理
的に異なる２場所以上に設置され、設備機器が冗長化され
ていること。

仕様書の要件である24時間365日の監視体制構築のため、
弊社の運用監視拠点と貴機構間をVPN接続する構成をご提
案する事が可能かご教授願います。この場合、監視ルームから
は監視用のセグメントのみにアクセスできるよう制御し、端末用
のセグメントとは切り離した構成を想定しております。

別紙４「情報セキュリティ要件」を充足したうえ、24時間365
日体制での監視を目的として、例えば監視拠点と機構間を接
続することにかかる提案はお受けいたします。現段階で実現可
否は不明であるため、契約締結後、詳細を確認し双方協議の
うえ行うべきものと認識します。

第4 章にて規定するパソコンとプリンタについての修理等につい
ては、以下の事象に対応すること。
・ パソコン・プリンタ故障時の修理対応
パソコンについては故障機器の交換、代替機の手配、付随す
る必要なセットアップ作業を受注者側で行い、原則として使用
者が利用できない期間が生じないように対応するものとする。
セットアップ作業については可能な限り交換前の状態に復旧す
ること。また、交換したSSD については情報漏えい防止のため
にデータの消去やロックを行うなどの措置を受注者の負担により
講じるとともに、その旨を報告しなければならない。
執務室内等での通常の使用状態における以下に示す事由に
よる障害は、機構の責によらない故障等と見なすものとする。
（後略）

第7章 保守サービス等
１．保守サービス
②パソコン・プリンタに関する保守
サービス
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

24 P.16

障害対応等で緊急入館が必要となった際、夜間作業に関す
る指定、制約等あればご教授願います。

横浜本部、関西業務部ともにテナントビルであることから、障害
対応にあたっては、まず機構が登録した担当者にメール通知の
うえ、対応時間および方法について協議し決定します。

25 P.16

監視によるメール通知のため、ExchangeOnlineで監視通知
用のメールアドレスを作成させて頂くか、もしくは現状で監視の
通知等、多目的で使用しているメールアドレスがある場合、メー
ル通知の送信元アドレスとして使用させて頂くか、どちらの対応
が良いかご教授願います。

機構側のExchangeOnlineアカウントを払い出し、監視通知
用のメールアドレスを作成することは可能です。

26 P.16〜17

ヘルプデスクへの問合せ件数の変動を参考にしたいため、過去
3年間の月間実績をご提示願います。

過去３年間の実績について、前回の機器入れ替え月において
は概ね60件/月程度の問い合わせがありましたが、入替が完
了しユーザー教育が浸透してからは、仕様書記載の20件/月
程度ないしはそれよりも低い件数で推移しています。

27 P.16〜17

シェアードヘルプデスクサービスとする場合、パソコンに関しても共
用のものを想定していますが、制約等あればご教授願います。

別紙４「情報セキュリティ要件」を充足したうえ、シェアードヘル
プデスクサービスの形態にかかわらず、利用パソコンにかかる要
件は設定しておりません。また、機構からの端末支給は想定し
ておりません。

28 P.16〜17

シェアードヘルプデスクサービスで利用するパソコンは貴機構から
提供いただくものを利用するか、ヘルプデスク側で個別に用意す
るか、ご教授願います。

別紙４「情報セキュリティ要件」を充足したうえ、シェアードヘル
プデスクサービスの形態にかかわらず、利用パソコンにかかる要
件は設定しておりません。また、機構からの端末支給は想定し
ておりません。

29 P.17 第7章 保守サービス等
４．保守サービス等の記録整理

受注者は、保守サービス対応完了後に、保守内容、保守年
月日、保守対応者等を記載した保守サービス報告書を作成
するものとする。なお、保守サービス報告書の様式については担
当総務課職員と協議するものとする。また保守サービス報告を
会議により実施すること。開催頻度、開催場所については協議
の上決定する。なお会議形態はweb での開催も可能とする。

「保守サービス対応完了後に、保守内容、保守年月日、保守
対応者等を記載した保守サービス報告書を作成するものとす
る。」とございますが、こちらはハードウェア交換等の作業実施後
に都度作成・報告する理解でよろしいでしょうか。報告タイミン
グ、報告条件（ハードウェア障害時のみ等）についてご教示く
ださい。

仕様書第7章に記載の保守サービスを実施した場合には、完
了後速やかに対応された内容等を保守サービス報告書として
作成し提出のうえ、保守サービス報告を会議により実施するこ
とになります。なお、会議の開催については、月１回として、緊
急事象が発生した場合は、この限りではありません。

第7章 保守サービス等
３．ヘルプデスクサービス

職員からの問い合わせ等に対応するため、受注者においてヘル
プデスクサービスを用意すること。ヘルプデスクサービスの対応時
間は平日9︓00〜17︓25 とする。ヘルプデスクへの問い合わ
せは月20件程度を想定しているが、実際の状況により変動す
る場合がある。なお、ヘルプデスクについては所謂「シェアードヘ
ルプデスクサービス」で可とし、必ずしも機構専用のものとする必
要はない。

第7章 保守サービス等
２．障害等への対応

障害等への対応については別紙4 に示す「情報セキュリティ要
件」を満たすこと。
（中略）
②障害発生時の対応
受注者は、調達機器等に故障等障害が発生した場合、あら
かじめ機構が登録した担当者（3名程度）にメールにて通知
すること。また、障害の内容に応じて必要な場合は、設置箇所
において速やかに修理、調整、部品交換（以下、「修理等」と
いう。）を行える体制を整えること。対応が翌営業日となる場
合においては当日中に、メールもしくは電話により、対応策を機
構に連絡・指示すること。また機構の求めがあった場合には、障
害発生原因及び障害対応状況を報告しなければならない。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

30 P.17〜18 第8章 提出書類
②完了届と同時に提出する書類

②完了届と同時に提出する書類
（中略）
・ Microsoft365 エンドユーザー向けマニュアル（第５章
６．ユーザー教育支援））

「Microsoft365 エンドユーザー向けマニュアル」について、以下
内容を作成対象としてご提案する予定です。過不足ありました
らご教示ください。

・PC初期設定 マニュアル
・Teams クイックマニュアル
・Outlook クイックマニュアル
・OneDrive クイックマニュアル
・SharePoint Online クイックマニュアル

エンドユーザー向けマニュアルは「第５章 ６．ユーザー教育支
援」を目的として作成いただくものであり、仕様書記載のとおり
「端末の初期設定（サインイン手順、電話認証登録手順等、
初回ログイン時に必要となる設定）に関する手順」および
Microsoft365 アプリケーション（Outlook・SharePoint・
OneDrive）の使用方法について作成ください。

31 P.18

本件調達は賃貸借を含む契約になるため、第三者賃貸方式
（受注者が指定したリース会社（第三者）を含めた契約）
での三者間契約が可能との認識でよろしいでしょうか。

本契約にあたっては、機構と受注者の二者間による契約として
おり三者間契約はいたしかねます。なお、業務の効率的な履
行を図るための再委託については、仕様書記載の手続きを実
施のうえ認めております。

32 P.18

契約方法について「契約にあたっては、機構と受注者の二者間
による契約の締結とする。」とありますが、賃貸借部分のみ、リー
ス会社を介したい為、3社間契約とさせて頂くことは可能でしょ
うか︖

本契約にあたっては、機構と受注者の二者間による契約として
おり三者間契約はいたしかねます。なお、業務の効率的な履
行を図るための再委託については、仕様書記載の手続きを実
施のうえ認めております。

33 P.18
P.31

再委託先として、海外の企業及び作業員を予定しており、貴
機構として再委託先の規定等あればご教授願います。

業務請負契約書のとおり、一括再委任等については禁止して
おります。業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるに
あたっては、別紙３により提出のうえ、承諾を得るものとなってお
ります。
なお、再委託先の企業の国籍に関する規定等はありません
が、本業務の履行に伴う体制について確認を求めることがあり
ますので予めご留意ください。

34 P.19 第10章 契約方法等
３．支払方法

契約に係る対価の支払いは（1）構築費用等を除いて月ごと
とし、毎月初に受注者から発行される請求書に基づき、機構
は30 日以内に口座振り込みを行うものとする。

機器の賃貸借料金は、賃貸借期間において期間定額の認識
でよろしいでしょうか。

認識相違ございません。

契約にあたっては、機構と受注者の二者間による契約の締結
とする。また、業務の効率的な履行を図る為、業務の一部を
第三者に委託し、又は請け負わせる（以下、「再委託」とい
う。）場合、再委託先情報について事前に別紙3 を機構に提
出し、承諾を得るものとする。なお、再委託の内容を変更しよう
とするときも同様とする。

第10章 契約方法等
１．契約方法
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

35 P.23

別紙2
調達機器の仕様
１.ハードウェア
１．１ モバイルノート型

グラフィック表示
解像度︓1920×1080 ドット以上
表示色︓1677 万色以上

グラフィック表示︓表示色︓1677万色以上
現行記載ですと一部メーカーのみの選択肢となります。
人の目では1670万色と1677万色の違いは分からないかと存
じますが、1670万色以上の仕様ハードウェア製品は不可となり
ますでしょうか。

現行記載の仕様から変更は行いません。

36 P.23

別紙2
調達機器の仕様
１.ハードウェア
１．１ モバイルノート型

付属品
・スクロール機能付き光学式マウス114 式（有線）

「・スクロール機能付き光学式マウス 114 式（有線）」とござ
いますが、マウスはモバイル型ノートPCと有線ケーブルにて接続
して利用する理解で正しいでしょうか。

認識相違ございません。

37 P.25

別紙2
調達機器の仕様
１.ハードウェア
１．３ ネットワークプリンタ

メモリ容量 576MB 以上 現行記載ですと一部メーカーのみの選択肢となります。
近似スペックの製品のご提案を行いたいのですが、512MB以
上、として緩和頂けませんでしょうか︖

ご意見等を勘案し、他の要件を充足したうえ当機構の運用
上、影響を与えない範囲において、メモリ容量を「512MB以
上」に変更いたします。
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「令和６年度基幹LANシステム契約」へのご質問に対する回答
No. ページ 項目番号 仕様書記載内容 ご質問 回答（案）

38 P.32

第12章 情報セキュリティ
１．情報セキュリティポリシーの遵
守
別紙4
情報セキュリティ要件

エ）ログの取得・管理
① システムの利用記録、例外事象の発生に関するログを取得
すること。取得したログを最低3年間保管すること。
② ログの不当な消去や改ざんを防ぐため、アクセス制御機能を
備えること。
③ ログに記録される時刻にずれが生じないよう、システム内の
機器の時刻を同期する機能を備えること。
④ 容量の不足や障害の発生等により、ログが取得できなくなる
おそれのある事象が発生した場合、又はログが取得できなくなっ
た場合、速やかにシステム管理者及びシステム運用担当者に
通知する機能を備えること。
⑤ 収集したログを一元的に管理し、不正侵入や不正行為の
有無の点検・分析を効率的に実施できる機能を備えること。

保守等および情報セキュリティの要件を満たすため、貴機構内
にログ収集サーバおよび監視サーバ、L2SW等の機器を設置
する事を想定しています。これら機器を貴機構に設置する事は
可能でしょうか。

機構で定める保守サービスおよび情報セキュリティ要件を充足
するために必要な機器の設置については、契約締結後、必ず
協議のうえ実施ください。なお、物理的な機器を設置する場
合、横浜本部、関西業務部ともにスペースに限りがありますの
で、予めご認識ください。

39 P.34

第12章 情報セキュリティ
１．情報セキュリティポリシーの遵
守
別紙4
情報セキュリティ要件

機器等は、原則として、ISO/IEC 15408に基づく認証を取
得しているものとすること。

納入するすべての機器についてISO/IEC 15408を満たす必
要があるかご教授願います。

別紙4「情報セキュリティ要件」のとおり、原則、認証対象となる
機器等すべてにおいてISO/IEC 15408に基づく認証を取得
しているものとしてください。

40 P.34

第12章 情報セキュリティ
１．情報セキュリティポリシーの遵
守
別紙4
情報セキュリティ要件

① 調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、必要に
応じて追跡調査や立入検査等、機関等と調達先が連携して
原因を調査・排除できる体制を整備していること。

不正な変更と記載がありますが、具体的にどのような不正を想
定されているかご教授願います。

納品時、納入後を問わず、本調達における仕様を充足するた
めに加えた機器や機器の設定、機能が情報セキュリティを対象
とした不正プログラムの攻撃に伴い意図しない変更がなされた
場合等を想定しています。

41 － 契約書案

契約不適合期間を3年間適用すると、その間体制を維持する
事となります。IPAの【改正民法に対応した「情報システム・モデ
ル取引・契約書」】にも記載あるとおり、検収完了時から1年は
瑕疵担保責任とした方が費用も圧縮できると認識しておりま
す。契約書案の変更をご検討願います。

ご指摘のIPAの契約書例やその他基準を勘案し、契約不適
合責任期間は１年間に変更いたします。

42 － 記載なし

現行ドキュメントやシステムに関して、提案書記載事項の参考
にしたく、貴機構にお伺いし閲覧する機会を頂きたい。閲覧期
間のご調整を宜しくお願い致します。

現行契約にかかる資料については、横浜本部にて職員立ち合
いのもと、紙面閲覧を可能とします。なお、写真等の撮影は禁
止します。予め時間調整のうえ、来庁願います。
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